
不 適 合 項 目 及 び 代 替 措 置 の 考 え 方（ 協 議 中 ）

資料４-２　＜旧滄浪閣（伊藤博文邸跡・旧李王家別邸）＞（(旧)ホール棟）　不適合項目代替措置

建築基準法適合表 (法抵触部分のみ抜粋)
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地下1階　法抵触部分

※ 部屋名は、「大磯旅館滄浪閣平面（大磯町立図書館所蔵）」
に記載される部屋名を基に設定。
ただし、[　　]の部屋名は、便宜的に設定した名称。
部屋名は公開後に向けて、今後精査する必要がある。

<建物全体にかかる抵触事項>

令第126条の4(非常用の照明装置)

：居室

【凡例】

令第22条(居室の床の高さ及び防湿方法)

法第35条の2(特殊建築物等の内装)

法第61条(防火地域及び
準防火地域内の建築物)

令第126条(屋上広場等)

法第35条の2(特殊建築物等の内装)

令第126条の2(設置)(排煙設備)

法第61条(防火地域及び
準防火地域内の建築物)

法第61条(防火地域及び
準防火地域内の建築物)




